
公の施設から暴力団を排除するための関係条例の整備に関する条例 

 

 （藤崎台県営野球場条例の一部改正） 

第１条 藤崎台県営野球場条例（昭和３５年熊本県条例第３６号）の一部を次のように改 

 正する。 

  第６条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第７条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本武道館条例の一部改正） 

第２条 熊本武道館条例（昭和４６年熊本県条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

  第６条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第７条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本県立美術館条例の一部改正） 

第３条 熊本県立美術館条例（昭和５０年熊本県条例第３３号）の一部を次のように改正 

  する。 

  第１３条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第１４条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本県身体障害者福祉センター条例の一部改正） 

第４条 熊本県身体障害者福祉センター条例（昭和５０年熊本県条例第５２号）の一部を 

  次のように改正する。 

  第７条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７      

７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第８条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本県都市公園条例の一部改正） 

第５条 熊本県都市公園条例（昭和５３年熊本県条例第９号）の一部を次のように改正す 

 る。 



  第２条第４項中「行為が」の次に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

 （平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがないと認め 

 る場合又は」を加える。 

  第５条の２第１項中「次の」を「次の各号の」に改め、第２号を第３号とし、第１号 

 の次に次の１号を加える。 

  (2) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定 

      する暴力団を利するおそれがあるとき。 

  第６条第１項に次の１号を加える。 

  (4) 前条第１項第２号に該当することとなった者 

 

 （熊本県立劇場条例の一部改正） 

第６条 熊本県立劇場条例（昭和５７年熊本県条例第２７号）の一部を次のように改正す 

 る。 

  第７条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第８条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本県伝統工芸館条例の一部改正） 

第７条 熊本県伝統工芸館条例（昭和５７年熊本県条例第３０号）の一部を次のように改 

 正する。 

  第８条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第９条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本県立総合体育館条例の一部改正） 

第８条 熊本県立総合体育館条例（昭和５７年熊本県条例第３３号）の一部を次のように 

 改正する。 

  第６条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第７条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本県野外劇場条例の一部改正） 

第９条 熊本県野外劇場条例（昭和６２年熊本県条例第１３号）の一部を次のように改正 

 する。 



  第７条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第８条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本県農業公園条例の一部改正） 

第１０条 熊本県農業公園条例（平成２年熊本県条例第６２号）の一部を次のように改正 

 する。 

  第９条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第１０条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本県環境センター条例の一部改正） 

第１１条 熊本県環境センター条例（平成５年熊本県条例第２１号）の一部を次のように 

 改正する。   

  第９条に次の１号を加える。 

  (4) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第１０条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第４号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本県総合福祉センター条例の一部改正） 

第１２条 熊本県総合福祉センター条例（平成５年熊本県条例第４７号）の一部を次のよ 

 うに改正する。  

  第７条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

  (4) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７      

７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第８条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第４号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本産業展示場条例の一部改正） 

第１３条 熊本産業展示場条例（平成８年熊本県条例第６５号）の一部を次のように改正 

 する。 

  第７条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第８条に次の１号を加える。 



  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本県立青少年の家条例の一部改正） 

第１４条 熊本県立青少年の家条例（平成９年熊本県条例第４２号）の一部を次のように 

 改正する。 

  第６条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第７条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

 （熊本県総合射撃場条例の一部改正） 

第１５条 熊本県総合射撃場条例（平成１０年熊本県条例第２６号）の一部を次のように 

 改正する。 

  第６条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第７条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

 （くまもと県民交流館条例の一部改正） 

第１６条 くまもと県民交流館条例（平成１３年熊本県条例第５７号）の一部を次のよう 

 に改正する。 

  第８条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

      ７号）第２条第２号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。 

  第９条に次の１号を加える。 

  (4) 前条第３号に該当することとなったとき。 

 

   附 則  

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 


